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平成 30年５月９日 

 

 

京都消費者契約ネットワークと株式会社 ART OF LIFEとの間の 

裁判上の和解について 

 

消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．裁判上の和解の概要 

（１）事案の概要 

本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネッ

トワーク（以下「原告」という。）が、株式会社ART OF LIFE（以下「被告」

という。）に対し、被告の販売する「メタルマッスルHMB」（以下「本件商品」

という。）について、被告の商品販売用のウェブサイト（以下「被告ウェブ

サイト」という。）の以下①の内容の表示は、次の理由により、不当景品類

及び不当表示防止法第 30 条第１項第２号（※）に規定する有利誤認表示に該

当するとして、同項の規定に基づき、以下①の内容の表示を行わないこと

等を求めた事案である（平成 29 年 12 月 15 日付けで京都地方裁判所に対し

て訴訟を提起）。 

 

（理由） 

以下①の内容の表示は、②の内容を条件（以下「定期購入条件」とい

う。）としているものであるが、被告ウェブサイトでは、一番上に「メタル

マッスルHMBメダルボディコースに申し込む！」という表示が緑色の四角囲

みの中でなされており、これをクリックすれば、「メタルボディコース募集

要項について」で始まる定期購入条件の記載を消費者が読まない可能性が

高い。また、「メタルボディコース募集要項について」で始まる定期購入条

件の記載は、「５００円」の表示のポイントと比べて著しく小さい。加えて、

被告ウェブサイト上で表示される申込み内容入力後の確認画面では、本件

商品を１個５４０円で購入したことしか表示されない。確認画面でこのよ

うな表示をすることは、広告部分での有利誤認表示と一体となって、広告

部分の有利誤認表示によって生じた消費者の誤認を確実にするものであり、

被告ウェブサイトにおける上記表示内容全体等から考慮すれば、一般消費

者において、本件商品を１回だけ５００円（税別）で購入可能であるとい

う印象・認識を払拭できているとは到底いえない。したがって、被告ウェ

ブサイトの表示は消費者に「誤認される表示」であり、不当景品類及び不

当表示防止法第 30 条第１項第２号（※）に規定する有利誤認表示に該当する。 
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 ① 本件商品を「メタルボディコース」で購入する場合、「５００円」、「初

回なんと８，１４０円もお得！」 

 

 ② 最低４回（４か月）以上の継続購入が必要となること及び２回目以降の

購入では１か月６４８０円（税別）となること 

 

  （※１）不当景品類及び不当表示防止法 

      第三章 適格消費者団体の差止請求権等 

   第三十条 消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第四項に規定する適

格消費者団体（以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」とい

う。）は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行

為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止

若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知

その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することが

できる。 

    一 〔略〕 

    二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者

と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るもの

よりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 

 

（２）結果 

平成 30 年３月 20 日、原告と被告との間で、別紙のとおり、対象となる

表示記載の表示を行わないものとする等の裁判上の和解が成立した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク 

（法人番号：7130005005215） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

株式会社 ART OF LIFE（法人番号：2011001112401） 

 

４．当該判決に関する改善措置情報（※）の概要 

なし 

（※） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行

為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった

旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう

（消費者契約法施行規則第 14条、第 28条参照）。 

以上 

 

  【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課  電話：03－3507－9252 

URL：http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 
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別 紙 
 

和解条項 

 

１ 被告は，下記対象となる表示記載の表示を行わない。 

 

記 

 （表示媒体） 

  被告ウェブサイト 

 （対象となる商品） 

  メタルマッスル HMB 

 （表示内容） 

  対象となる商品を「５００円」，「初回なんと８，１４０円もお得！」と表示

し，対象となる商品を，５００円（税別）で購入可能であるかのように示す表

示。 

 

２ 原告はその余の請求を放棄する。 

 

３ 訴訟費用は，各自の負担とする。 

 


